
２Ｐ

ウラ

し、この金額を該当の都道府県の欄に記載してくだ

第６号様式別表４の４の計の③の欄の金額を当

特別徴収義務者が申告納入した都道府県ごとに集計
該利子割額を特別徴収した法第７１条の１０に規定する

　なお、この明細書の「提出用」を機械で読み取りますので、数字を記入する際には、記入例に従って

東京都、埼玉県、神奈川県に事務所を有し、東京都と埼玉県の金融機関から特別徴収された利子割額があ

4

つづける

すきまを開ける

指定の枠内にていねいに記入してください。

　単位区分に従って正確に記載してください。

記 載 の し か た

第 ９ 号 の ２ 様 式 　 記 載 の 手 引

１５新 潟

注　　意

3210○良い例

×悪い例

はみだす

（記入例） 縦線１本

１４

１３

１２

１１

コ ー ド
都道府県

神奈川

東 京

千 葉

埼 玉

都道府県名 の有無
事務所

４　「控除

３　記載例

・

十億

５

百万 千

さい。

１　「※処理事項」

２　金額の単位区分（けた）

２　各欄の記載のしかた

　のある欄

欄

１　この明細書の用途等

98765 閉じる

くずす かたむける

角をつくる上につきぬける

記載例を参照してください。

都道府県ごとに記載してください。

特別徴収された金融機関が所在する

記載する必要はありません。

留 意 事 項

３４６

５４ ２

円

　この用紙は複写式となっていますので、黒のボールペンで強く書いてください。

１　この明細書の用途等

２　各欄の記載のしかたと記入例

〈記載例〉（個別法による場合）

２　利子収入の内訳　　　預金利息　８３２，０００円　　　うち課された利子割額４１，６００円
　　　　　　　　　　　　社債利息１，２００，０００円　　　うち課された利子割額６０，０００円

する利子等のうち、「預貯金の利

分配１」の欄、「公社債の利子２」
子及び合同運用信託の収益の

い。

　月数は、暦に従って計算し、１
月未満の端数は切り上げてくださ

に、個別に計算する方法）の規定

法による場合」の各欄を、政令第

法による場合」の各欄をそれぞれ
記載してください。

　元本の所有期間に対応する部
分の額の計算について、政令第

本の所有期間の異なるものごと

の適用を受ける場合には「個別

ついて利子割額の２分の１を控除
する簡便計算法）の規定の適用
を受ける場合には「銘柄別簡便

　⑩について課された利
子割額を、当該利子割額
を特別徴収した法第７１条
の１０に規定する特別徴収
義務者が申告納入した都
道府県ごとに区分し、記
載してください。

は、所有元本の額
　公社債について

面金額により、投資

（２）　公社債利子等の計算

（１）　公社債利子等の計算
　期間が１年以下であるも
　のの元本の場合

　期間が１年を超えるもの
　であるものの元本の場合

　２　
⑫－⑬

⑫－⑬
　１２　

　なお、あん分した後の金額は、小数点以下四捨五
入することとし、これらの金額の合計額が銘柄ごとの

（１）　「預貯金の利子及び合同運用信託の収益の分
　配１」及び「その他４」には、「①について課された
　利子割額②」の金額をそのまま記載してください。

記載する必要はありません。　法第２３条第１項第１４号に規定

利子割額の控除・充当・還付に関する明細書（第６号様式別表４の４）記載の手引

（２）　「公社債の利子２」及び「投資信託の収益の分
　配３」には、公社債利子等の計算期間のうち元本

　額を、「公社債の利子又は投資信託の収益の分配
　に係る控除・充当・還付を受ける利子割額の計算」

　る場合」のいずれかの方法により計算して記載し
　てください。

　の「個別法による場合」又は「銘柄別簡便法によ

　います。）に対応する部分の額のそれぞれの合計
　を所有していた期間（以下「元本の所有期間」とい

の欄又は「投資信託の収益の分

期積金・掛金の給付補てん金、抵
当証券の利息、金貯蓄口座の利
益、外貨建定期預金の為替差益
等）を記載してください。

配３」の欄に該当しないもの（定

　銘柄別簡便法による場合には、

してください。
銘柄ごとに、簡便計算法を適用
る元本のすべてについて、その
のとに区分し、その区分に属す
年を超えるものと１年以下のも
の計算の基礎となった期間が１
にその元本を当該公社債利子等
券の２グループに区分し、さら
①公社債、②投資信託の受益証

い。
り記載してくださ
所有元本の数によ
信託については、

　銘柄ごとの「控除・充当・還付を受ける利子割額⑯」
の総額に「⑩について課された利子割額⑪」の都道府
県別内訳を乗じ、「⑩について課された利子割額⑪」
の総額で除して計算した金額を記載してください。

「控除・充当・還付を受ける利子割額⑯」の総額と一致
しないときは、「⑩について課された利子割額⑪」の
都道府県別内訳の最も多い都道府県において調整し
てください。

は、「法人名」の欄には法人課税信託の名称を併記してください。
　（３）　この明細書は、事務所又は事業所所在地の都道府県知事（２以上の都道府県に事務所又は事業所を
有する法人にあっては、主たる事務所又は事業所所在地の都道府県知事）に「提出用」を提出してく
ださい。

控除・充当・還付を受ける利子割額

控除・充当・還付を受ける利子割額は、

充当・還付を受け
　る利子割額」

銘　　　　柄

銘　　　　柄

銘
　
柄
　
別
　
簡
　

都
道
府
県

別
内
訳

都
道
府
県

別
内
訳

個
別
法
に
よ
る
場
合

⑥のうち元本
所有期間

⑬

公社債利子等
の計算期首の
所有元本数等

収　入　金　額 れた利子割額

れた利子割額
⑩について課さ

収　入　金　額
⑩
円

④
円

計算基礎期間

公社債利子等
の計算期末の
所有元本数等

⑪
円

⑤
円

⑫

⑥
月

④について課さ 公社債利子等の
⑦（ ）小数点以下３

位未満切上げ

所有元本割合
小数点以下３位未
満切上げ、１をこえ
る場合は１とする

負の場合は
零とする。

⑫－⑬
２又は１２

（ ⑭）

⑦ ⑥
月

⑮

⑬＋⑭
⑫

⑧

⑯
円

⑨
円

所有期間割合

公社債の利子又は投資信託の収益の分配に
係る控除・充当・還付を受ける利子割額の計算

控除・充当・還
付を受ける利子
割額⑤×⑧

控除・充当・還
付を受ける利子

預貯金の利子及び合同運用信託の収益の分配

そ　　　　　　　　の　　　　　　　　他

公 社 債 の 利 子

法　人　名

処理
第
六
号
様
式
別
表
四
の
四
（
提
出
用
）

事項

①について課された
利子割額

計 ５

３

４

２

区　　　　　分

１

収　入　金　額
①
円

平成

平成

②
円

事業年度又は
連結事業年度

＊

年

年

月

月

③
円

日まで

日から

※ 法　人　番　号事務所整　理　番　号 申告区分

利子割額の控除・充当・還付に関する明細書

②のうち控除・充当・還
付を受ける利子割額

投 資 信 託 の 収 益 の 分 配

割額⑪×⑮

（２）　この明細書は、まず、下段の「公社債の利子又は投資信託の収益の分配に係る控除・充当・還付を受ける利子割額の計算」（「④」以
　　　下）を記載し、次に上段の各欄（「１」から「５」まで）を記載してください。
（３）　平成１６年１月１日以後に支払を受けた特定投資法人の投資口の配当等については利子割の課税対象から除外されます。

　課税標準の算定期間（以下「算定期間」といいます。）中に支払を受けた金額（所得
税・利子割込みの金額をいい、算定期間末日までにその利払期の到来しているものに
限ります。）を記載し、「①について課された利子割額②」には、その支払を受ける金額
について課された利子割額を記載してください。

９条の８第２項（種類・銘柄及び元

９条の８第３項（元本の増加分に

（１）　この明細書は、法人が支払を受ける利子等について課された利子割額がある場合において、その利子割額を法第５３条第２６項の規定によ
　　　り法人税割額から控除しようとするとき、同条第４０項の規定により充当しようとするとき又は同条第４１項の規定により還付を受けようと

利子割額を法第５３条第２６項の規定により法人税割額から控除しようとするとき、同条第４０項の規定に

様式の申告書に添付してください。

　　この明細書は、法人が支払を受ける利子等について課された利子割額がある場合において、その（１）

３　「事務所の有無」
てください。
　事務所又は事業所所在地の都道府県に○印を付し

CA００５０G

より充当しようとするとき又は同条第４１項の規定により還付を受けようとするときに記載し、第６号

　　法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、第６号様式の申告書に添付する場合にあって（２）

　　　するときに記載し、第６号様式の申告書に添付してください。

１　事業年度…平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日

　①　社債の計算期間…平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日
　②　社債の取得時期…平成２２年６月１５日（元本の所有期間１０月）

１２０３０－２１８ １２０３０－２２８

る記載例


